
平成２７年草加市議会９月定例会 市長提出議案等一覧 

【議案】 

第５０号議案 平成２６年度草加市水道事業会計利益の処分について 

第５１号議案 平成２６年度草加市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第５２号議案 平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第５３号議案 平成２６年度草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第５４号議案 平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

第５５号議案 平成２６年度草加市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５６号議案 平成２６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

第５７号議案 平成２６年度草加市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第５８号議案 平成２６年度草加市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５９号議案 平成２６年度草加市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第６０号議案 平成２６年度草加市水道事業決算の認定について 

第６１号議案 平成２６年度草加市立病院事業決算の認定について 

第６２号議案 平成２７年度草加市一般会計補正予算（第２号） 

第６３号議案 平成２７年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

第６４号議案 平成２７年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号） 

第６５号議案 平成２７年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号） 

第６６号議案 平成２７年度草加市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第６７号議案 平成２７年度草加市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第６８号議案 平成２７年度草加市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第６９号議案 草加市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第７０号議案 職員の再任用に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第７１号議案 草加市税条例の一部を改正する条例の制定について 

第７２号議案 草加市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

第７３号議案 草加市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい



て 

第７４号議案 草加市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第７５号議案 第四次草加市総合振興計画 基本構想を定めることについて 

第７６号議案 第四次草加市総合振興計画 第一期基本計画を定めることについて 

第７７号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

第７８号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第７９号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

【報告】 

第１６号報告 専決処分の報告について 

第１７号報告 専決処分の報告について 

第１８号報告 専決処分の報告について 

第１９号報告 平成２６年度健全化判断比率の報告について 

第２０号報告 平成２６年度草加市水道事業会計資金不足比率の報告について 

第２１号報告 平成２６年度草加市立病院事業会計資金不足比率の報告について 

第２２号報告 平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計資金不

足比率の報告について 

第２３号報告 平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告につ

いて 

第２４号報告 アコス株式会社第２６期事業計画及び事業収支予算書の提出について 

第２５号報告 アコス株式会社第２５期事業報告書の提出について 
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議 案 

第５０号議案 平成２６年度草加市水道事業会計利益の処分について 

１ 目的及び内容 

  地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２６年度草加市水道事業会計に係

る利益を次のとおり処分することについて、議会の議決を求めるものです。 

 

平成２６年度草加市水道事業剰余金処分計算書 

（単位：円） 

 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 

草加市水道事業の設置等に関

する条例第４条による処分後

残高 

11,445,025,950 1,468,951,875 7,704,963,601 

議会の議決による処分額 7,704,963,601 0 △7,704,963,601 

 資本金に組入 7,704,963,601 0 △7,704,963,601 

処分後残高 
19,149,989,551 1,468,951,875 

（繰越利益剰余金）

0 

 

第５１号議案 平成２６年度草加市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第５２号議案 平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５３号議案 平成２６年度草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第５４号議案 平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

第５５号議案 平成２６年度草加市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５６号議案 平成２６年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

第５７号議案 平成２６年度草加市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５８号議案 平成２６年度草加市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第５９号議案 平成２６年度草加市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

第６０号議案 平成２６年度草加市水道事業決算の認定について 

第６１号議案 平成２６年度草加市立病院事業決算の認定について 
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第６２号議案 平成２７年度草加市一般会計補正予算（第２号） 

 

70,414,933千円
1,061,245千円
71,476,178千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款 補　正　額

 ９  地方交付税  △ 140,199 △ 140,199

１２使用料及び手数料  2 1

1

 １３ 国庫支出金  △ 90,607 7,617

664

△ 46,018

△ 5

△ 2,400

△ 57,155

5,642

1,048

 １４ 県支出金 42,000 20,000

22,000

 １７ 繰入金 △ 2,595,231 △ 1,977,333

△ 261,836

△ 356,062

 １８ 繰越金 4,169,980 4,169,980

 １９ 諸収入 10,000 10,000⑮自治総合センターコミニュティ助成金(道路課)

⑪埼玉エコタウンプロジェクト補助金

⑫ふるさと創造資金橋りょう事業補助金

・財政調整基金繰入金

⑬公共施設整備基金繰入金

⑭庁舎建設基金繰入金

・繰越金

⑤子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金

⑥社会資本整備総合交付金（道路事業）

⑦社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）

⑧学校施設環境改善交付金

⑨地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型・子ども教育連
携推進室）

⑩事務費交付金

　    　主　　　な　　　内　　　容

・普通交付税

①通知カード再交付手数料

②個人番号カード再交付手数料

③個人番号カード交付事務費補助金

④介護保険災害臨時特例補助金

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

※丸番号については、歳入の特定財源及び歳出の充当先事業を表したもの。
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 ２０ 市債 △ 334,700 △ 101,500

△ 10,800

△ 172,900

△ 263,400

△ 35,800

△ 26,300

△ 12,500

△ 82,300

△ 59,800

51,200

379,400

合　　　　　計 1,061,245

　歳　出 (千 円)

款 補　正　額 特定財源

 ２ 総務費 1,402,597 491,766

57,263

⑭ 177,660

527,000

1,493

⑬ 0

2,911

①②③ 35,080

59,808

5,400

⑯ 0

⑪ 43,524

692

⑬ 0

⑬ 0

・バス路線網整備推進事業[交通対策課]

・草加駅西口駅前広場改善事業[交通対策課](財源振替)

・都市照明施設整備事業[交通対策課]

・放置自転車等対策推進事業[交通対策課]

・スポーツ振興事業[スポーツ振興課](財源振替)

・文化会館維持管理・芸術文化振興事業[文化観光課](財源振替)

・庁舎建設基金積立金 [公共建築課]

・ＯＡ機器運用管理事業[情報推進課]

・市民活動促進事業[みんなでまちづくり課]（財源振替)

・コミニュティセンター管理事業[みんなでまちづくり課]

・住民基本台帳事務［市民課］

・総合窓口事業［市民課］

　    　主　　　な　　　内　　　容

・財務運営事業 [財務調整課]

・公有財産管理事業[管財課]

・第二庁舎建替事業[公共建築課]

㉑新田駅東口土地区画整理事業債

㉒街路整備負担金事業債

㉓公園整備事業債

㉔今様・草加宿道路整備事業債

㉕校舎等大規模改造事業債

・臨時財政対策債

⑯草加駅西口駅前交通広場事業債

⑰廃棄物処理事業債

⑱橋りょう整備事業債

⑲排水路整備事業債

⑳氷川町第二次地区整備事業債
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 ３ 民生費 △ 552,287 △ 2,440

1,690

④ 664

△ 106,407

7,382

⑩ 1,048

△ 445,602

16,562

⑬ 0

1,053

⑬ 0

⑤ △ 26,237

 ４ 衛生費 0 ⑬⑰ 0

 ８ 土木費 62,915 ⑮ 0

⑫⑱ 0

⑲ 0

△ 13,183

⑳ 313,100

△ 62,548

⑥⑦㉑ 0

㉒ 0

㉓ 0

㉓ 0

△ 174,454

㉔ 0・今様・草加宿道路整備事業[道路課](財源振替)

・新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金[地域整備課]

・新田駅東口土地区画整理事業[新田駅周辺土地区画整理事務所]
（財源振替）

・広域幹線道路整備促進事業[住宅・都市計画課]（財源振替）

・公園広場等整備事業[みどり公園課](財源振替)

・公園広場等維持管理事業[みどり公園課](財源振替)

・公共下水道事業特別会計繰出金[河川課]

・廃棄物処理事業[廃棄物資源課](財源振替)

・道路舗装改良事業[道路課](財源振替)

・橋りょう整備事業[道路課](財源振替)

・排水路整備事業[河川課](財源振替)

・新田西部土地区画整理事業特別会計繰出金[地域整備課]

・氷川町第二次土地区画整理地内環境整備事業[地域整備課]

・国民健康保険特別会計繰出金[保険年金課]

・臨時福祉給付金給付事業[臨時福祉給付金室]

・保育施設整備事業[保育課](財源振替)

・きたや保育園建替事業[保育課]

・放課後児童健全育成事業[子育て支援課](財源振替)

・子育て世帯臨時特例給付金給付事業[臨時福祉給付金室]

・後期高齢者医療広域連合事務事業[後期高齢者・重心医療課]

・老人保健事業清算事務事業[後期高齢者・重心医療課]

・介護サービス利用者負担額軽減支援事業(原発被災関連)
[長寿・介護福祉課]

・介護保険特別会計繰出金[長寿・介護福祉課]

・障害者生活介護事業所整備事業[障がい福祉課]

・国民年金制度の推進[保険年金課]
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 ９ 消防費 0 ⑬ 0

 １０　教育費 148,020 ⑬ 0

⑬ 0

⑨ 0

⑬ 0

⑧㉕ 0

⑬ 0

3,000

⑬ 145,020

⑬ 0

⑬ 0

⑬ 0

 　　 合　      　計 1,061,245

・債務負担行為の補正 　2事業

　追加（新規設定） 　英語教育・国際理解教育推進事業[指導課]（平成２７年度～平成２９年度）

限度額　 136,248千円

　住民基本台帳事務[市民課]（平成２７年度～平成２８年度）

限度額　 17,751千円

分      類

通常事業  　第二庁舎建替事業[公共建築課] 177,660

・図書館情報サービス・管理運営事業[中央図書館]（財源振替）

・繰越明許費の補正　１事業

(千 円)

繰     越     事     業 繰  越  額

・トイレ環境改善整備事業(小学校)[施設課]　（財源振替）

・学校施設維持管理事業（中学校）[施設課]（財源振替）

・文化遺産の発掘・保存・有効活用推進事業[生涯学習課]

・公民館等事業[中央公民館]

・公民館等事業[谷塚文化センター]（財源振替）

・公民館等事業[川柳文化センター]（財源振替）

・消防庁舎等整備事業[総務課](財源振替)

・教育相談充実事業[教育支援室]（財源振替）

・奥日光自然の家管理運営事業[施設課]（財源振替）

・「草加っ子」を育む小中連携講師配置事業[子ども教育連携推進室]
（財源振替）

・学校施設維持管理事業（小学校）[施設課]（財源振替）

 

 

 

第６３号議案 平成２７年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

7,675,802千円

0千円

7,675,802千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

款  補　正　額

 ４ 繰入金 △ 174,454 △ 174,454

 ５ 繰越金 174,454 174,454

　　   合    　　計 0

 ・ 一般会計繰入金

 ・ 繰越金

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

 

 



- 6 - 

第６４号議案 平成２７年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号） 

1,978,366千円

0千円

1,978,366千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 ３ 繰入金 △ 13,183 △ 13,183

 ４ 繰越金 13,183 13,183

　　 合      　　計 0

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・ 一般会計繰入金

 ・ 繰越金

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

 

 

 

第６５号議案 平成２７年度草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号） 

531,173千円

0千円

531,173千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 ２ 国庫支出金 △ 8,210 △ 8,210

 ４ 繰入金 △ 62,548 △ 62,548

 ５ 繰越金 65,658 65,658

 ７ 市債 5,100 5,100

　　 合      　　計 0

　歳　出 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 ２　事業費 0 0

　 　合　       　計 0

　    　主　　　な　　　内　　　容

・公共施設整備等関連事業(財源振替)

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

・土地区画整理事業費国庫補助金

・一般会計繰入金

・ 繰越金

・土地区画整理事業債

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　
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第６６号議案 平成２７年度草加市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

30,768,228千円

142,192千円

30,910,420千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　　款  補　正　額

 ６ 前期高齢者交付金 △ 1,689 △ 1,689

 １０ 繰入金 △ 445,602 △ 445,602

 １１繰越金 589,483 589,483

　 　合　　       計 142,192

　歳　出 (千 円)

　　　　   款  補　正　額

 ２　保険給付費 0 0

0

0

 ３　後期高齢者支援金
等

6,212 6,212

 ４　前期高齢者納付金
等

585 585

１１　諸支出金 135,395 135,395

　 　合　       　計 142,192

 ・ 過年度補助金返納金

　    　主　　　な　　　内　　　容

・ 保険給付事業(一般療養の給付)(財源振替)

・ 保険給付事業(一般療養費)(財源振替)

・ 保険給付事業(一般療高額養費)(財源振替)

 ・ 後期高齢者支援金等(支援金)

 ・ 前期高齢者納付金等(納付金)

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・前期高齢者交付金

 ・一般会計繰入金

 ・ 繰越金

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

 

 

 

第６７号議案 平成２７年度草加市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

12,543,543千円

239,399千円

12,782,942千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　款  補　正　額

 ３ 国庫支出金 43,678 28,675

76

9,664

263

5,000

 ５ 県支出金 19,842 15,010

4,832

 ・介護給付費負担金（過年度分）

・調整交付金

・地域支援事業交付金（過年度分）

・介護保険災害臨時特例補助金

・介護保険事業費補助金

・介護給付費負担金（過年度分）

 ・地域支援事業交付金（過年度分）

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容
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７繰入金 △ 106,407 △ 82,493

△ 895

△ 1,247

△ 21,703

△ 69

 ８ 繰越金 282,286 282,286

　 　合　　       計 239,399

　歳　出 (千 円)

　　　　  款  補　正　額

 １ 総務費 0 0

 ２ 保険給付費 74 0

74

 ４ 地域支援事業費 0 0

 ５ 基金積立金 231,961 231,961

 ７ 諸支出金 7,364 7,364

　 　合　       　計 239,399

  ・介護保険一般事務（財源振替）

 ・ 居宅介護サービス給付事業(財源振替)

 ・ 施設介護サービス給付事業

 ・地域包括支援センター委託事業（財源振替）

 ・ 介護給付費準備基金積立金

 ・ 償還金

・地域支援事業費繰入金（包括・任意事業）

 ・その他一般会計繰入金 （事務費等）

 ・ その他一般会計繰入金（一般財源事業）

 ・ 繰越金

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・介護給付費繰入金（介護給付費）

・地域支援事業費繰入金（介護予防事業）

 

 

 

第６８号議案 平成２７年度草加市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

2,201,613千円

5,138千円

2,206,751千円

補正予算の主な内容

　歳　入 (千 円)

　　　　　款  補　正　額

 ２ 繰入金　 △ 2,440 △ 2,440

 ３ 繰越金 7,578 7,578

　 　合　　       計 5,138

　歳　出 (千 円)

款  補　正　額

 ２ 後期高齢者医療広域
連合納付金

5,138 5,138

　 　合　       　計 5,138

 ・ 繰越金

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・ 後期高齢者医療広域連合納付金

　　補正前の歳入・歳出予算額　   　　   

　　歳入・歳出補正予算額　　　　    　  　

　　補正後の歳入・歳出予算額　   　　   

　    　主　　　な　　　内　　　容

 ・ 事務費繰入金
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第６９号議案 草加市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番

号法」といいます。）の施行に伴い、市が保有する特定個人情報（個人番号を含む個人

情報をいいます。）の適正な取扱いを確保するとともに、保有特定個人情報の開示、訂

正等を実施するために必要な事項について定めるものです。 

２ 内容 

⑴ 用語の定義 

新たに次の用語について定義します。 

ア 「特定個人情報」 

番号法で規定する個人番号をその内容に含む個人情報 

イ 「情報提供等記録」 

特定個人情報の情報連携を行った際に記録される情報照会者及び情報提供者の名

称並びに提供された特定個人情報の項目等に係る情報 

ウ 「保有特定個人情報」 

実施機関の職員等が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実

施機関の職員等が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの 

⑵ 利用目的以外の目的での利用及び提供の制限 

実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報及び情報提供等記録を

利用してはならないものとします。また、番号法第１９条において特定個人情報を提

供することができるとされている場合を除き、特定個人情報を提供してはならないも

のとします。 

ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の

同意があるか又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報を利

用することができるものとします。 

⑶ 開示、訂正及び利用停止の請求 

本人、法定代理人又は任意代理人は、実施機関に対し、保有特定個人情報及び情報

提供等記録の開示の請求及び訂正の請求を行うことができるものとします。 

また、本人、法定代理人又は任意代理人は、次のいずれかに該当すると認められる

ときは、実施機関に対し、保有特定個人情報の利用停止の請求を行うことができるも

のとします。 
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ア 利用制限に対する違反 

イ 収集制限・保管制限に対する違反 

ウ ファイル作成制限に対する違反 

エ 提供制限に対する違反 

⑷ 写しの作成費用の減免 

経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、保有特定個人情報の写し

の作成費用を減額又は免除することができるものとします。 

３ 施行期日等 

平成２８年１月１日から施行します。ただし、特定個人情報の提供の制限については

平成２７年１０月５日から、情報提供等記録に関する規定については番号法の公布の日

（平成２５年５月３１日）から起算して４年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行します。 

 

第７０号議案 職員の再任用に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によ

る地方公務員等共済組合法等の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

次の条例について、条文の所要の整備を行うものです。 

⑴ 職員の再任用に関する条例の一部改正 

「特定警察職員等」の定義を定める法律の題名等を次のように改めます。 

地方公務員等共済組合法附則第１８条の２第１項第１号に規定する特定警察職員等 

          ↓ 

厚生年金保険法附則第７条の３第１項第４号に規定する特定警察職員等 

⑵ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正 

共済年金と厚生年金の一元化に伴い、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済

組合法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金に係る規定を削除するものです。 

３ 施行期日 

  平成２７年１０月１日から施行します。 
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第７１号議案 草加市税条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  地方税法等の一部改正に伴い、市たばこ税に係る特例税率の段階的廃止、住宅借入金

等特別税額控除額の適用期限の延長、サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産

税を減額する特例の創設等を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 市たばこ税に係る特例税率の段階的廃止 

旧３級品の紙巻たばこに係る特例税率を、平成２８年４月１日から平成３１年３月

３１日までの間、段階的（４段階）に税率を引き上げることにより廃止するものです。 

 

紙巻たばこ１，０００本当たりの税額 

実施時期 市たばこ税 

現  行 ２，４９５円 

平成２８年４月１日 ２，９２５円 

平成２９年４月１日 ３，３５５円 

平成３０年４月１日 ４，０００円 

平成３１年４月１日 

５，２６２円 

※税額については、旧３級品以外のたばこ 

 と同額になります。 

 

⑵ 住宅借入金等特別税額控除額の適用期限の延長 

平成２９年１２月３１日までの適用期限とされている住宅借入金等特別税額控除額

について、消費税率１０％への引上げ時期の変更に伴い、その適用期限を１年６か月

延長し、平成３１年６月３０日まで適用するものです。 

⑶ サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税を減額する特例の創設 

サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税について、地方税法で定めら

れた範囲内において地方公共団体がその内容を条例で定めることができる「わがま

ち特例（地域決定型地方税制特例措置）」により、次の要件を満たす貸家住宅の特

例割合を「３分の２」と定めるものです。なお、特例期間は、新築の翌年度から５

年間とします。 
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ア 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録されたサービス付き高齢者

向け住宅であること。 

イ 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までに新築された貸家住宅で居

住部分の床面積の割合が全体の１/２以上あり、住宅１世帯当たりの居住面積が

３０㎡以上２８０㎡未満の中高層（３階建以上）の耐火又は準耐火構造建築物で

あること。 

ウ 貸家住宅（世帯）数が５戸以上であること。 

エ サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る国又は地方公共団体の

補助等を受けていること。 

⑷ その他 

地方税法の一部改正及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関

係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、条文の所要の整備を行います。 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。ただし、市たばこ税に係る特例税率の段階的廃止は、平成

２８年４月１日から施行します。 

 

第７２号議案 草加市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

い、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料を新たに定めるとともに、個

人番号カードに移行する住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料を廃止する

ものです。 

２ 内容 

⑴ 通知カードの再交付手数料の設定 

通知カードの再交付に係る手数料（５００円）を新たに設定します。 

⑵ 個人番号カードの再交付手数料の設定 

個人番号カードの再交付に係る手数料（８００円）を新たに設定します。 

⑶ 住民基本台帳カードの交付又は再交付手数料の廃止 

個人番号カードに移行する住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料を廃

止します。 
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３ 施行期日 

⑴ 通知カードの再交付手数料の設定 

平成２７年１０月５日から施行します。 

⑵ 個人番号カードの再交付手数料の設定及び住民基本台帳カードの交付又は再交付手

数料の廃止 

平成２８年１月１日から施行します。 

 

 

第７３号議案 草加市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

引用条文の移動 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。 

 

 

第７４号議案 草加市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

１ 目的 

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令による地方公営企業法施行令の一部改

正に伴い、減債積立金を使用して企業債を償還した場合等に生じた利益の処分に関する

規定を新たに定めるものです。 

２ 内容 

減債積立金を使用して企業債（建設改良費の財源に充てた企業債に限ります。）を償

還した場合及び建設改良積立金を使用して建設改良を行った場合は、使用した当該減債

積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れることにより利益を

処分するものです。 

３ 施行期日等 

  公布の日から施行し、平成２７年度の事業年度から適用します。 
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第７５号議案 第四次草加市総合振興計画 基本構想を定めることについて 

第７６号議案 第四次草加市総合振興計画 第一期基本計画を定めることについて 

１ 目的 

平成１２年策定の第三次草加市総合振興計画 基本構想が平成２７年に目標年次を迎

えたため、新たに草加市の将来像を定め、まちづくりの基本方針とするため、第四次草

加市総合振興計画 基本構想を定めるとともに、その実現を確保するための総合的な指

針とするため、第四次草加市総合振興計画 第一期基本計画を定めるものです。 

２ 内容 

⑴ 第四次草加市総合振興計画の特徴 

ア 位置付け 

「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」（以下「自治基本条例」といいます。）

の趣旨を踏まえ、パートナーシップによるまちづくりのための基本的な指針として

位置付けられます。 

イ 都市計画マスタープランとの連携 

土地利用や道路・公園など、ハード面でのまちづくりの中心となる都市計画マス

タープランと連携して計画を作り、その下に個別の計画を位置付けることで、ハー

ドとソフトの両輪の足並みがそろう計画となります。 

ウ 計画期間 

市長の意向を機動的にまちづくりに反映できるよう、基本計画の計画期間を「４

年」とします。また、２０年後に人口構造等が大きく変わると推計され、その準備

のための計画と位置付けることから、基本構想の計画期間を１５年から２０年に延

長しています。 

⑵ まちづくりの取組姿勢及び基本姿勢 

ア まちづくりの取組姿勢 

自治基本条例に基づき「市民参画によるまちづくり」をさらに推進し、民間事業

者や大学とも連携した市民主体によるまちづくりの領域の拡大を目指します。また、

東日本大震災等により再認識された地域コミュニティの重要性から、まちづくりの

取組については、１０地区のコミュニティブロックを基礎的な単位として、地域コ

ミュニティの維持・発展を目指します。 
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イ まちづくりの基本姿勢 

・「地域の豊かさ」を最優先に考える 

「地域の豊かさ」を最優先に考え、まちの魅力や付加価値を高める取組を推進し

ていきます。 

・つよいまちをつくる 

環境面（防犯、防災等）、社会面（健康・社会保障、子育て等）、経済面（産業、

雇用等）の３つの側面に強い、バランスの取れた「持続可能なまち」を目指します。 

・「資源」を有効に活用する 

「地域の豊かさ」を創出するために、公的施設や多種多様な人材、自然、歴史等

の本市の「資源」を有効に活用するとともに、新たな「資源」を見出し、複数の「資

源」を融合することにより、新しい「力」や「価値」の創造を目指します。 

⑶ 将来都市像 

『快適都市～地域の豊かさの創出～』 

第三次基本構想までの将来都市像である「快適都市」は、都市がめざす究極の目標

といえ、今後も追求するべき目標であるため、第四次基本構想でも引き続き「快適都

市」を将来都市像として掲げます。 

「快適都市」は、「いつまでもこのまちで暮らしたい」、「このまちで子どもを育

てたい」と実感できる都市のことです。 

「快適都市」は、次の４つの基本的要素から成り立っています。 

   ・快適な環境…かけがえのない地球環境の保全と、本市で心地よく暮らせる環境

づくり 

   ・安全と安心…まちづくりの原点である安全と安心をもう一度しっかりと見直し、

まちの安全性を高める 

   ・活気の創出…草加市民はもとより、市外からも多くの人々が訪れる活力あるま

ちづくり 

   ・地域の共生…地域コミュニティの醸成と市民、事業者、大学などと行政とのパ

ートナーシップによるまちづくりを推進し、個人として尊重され

ながら生き生きと暮らせるまちへ 

⑷ 将来人口の想定 

本市の将来人口（平成４７年＝西暦２０３５年）は約２３万人を想定します。 
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⑸ 第一期基本計画の重点テーマ 

ア 持続可能性の向上 

イ ブランド力の向上 

ウ コミュニティ力の向上 

３ 計画期間 

⑴ 第四次草加市総合振興計画 基本構想 平成２８年から平成４７年まで 

⑵ 第四次草加市総合振興計画 第一期基本計画 平成２８年度から平成３１年度まで 

 

 

第７７号議案  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

固定資産評価審査委員会委員大久保
お お く ぼ

啓
けい

介
すけ

氏は、平成２７年９月３０日をもって任期満了

となるので、引き続き同氏を固定資産評価審査委員会委員に選任したく、地方税法第４２

３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

 

 

第７８号議案  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員久恒
ひさつね

三平
さんぺい

氏は、平成２７年１２月３１日をもって任期満了となるので、引

き続き同氏を人権擁護委員に推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議

会の意見を求めるものです。 

 

 

第７９号議案  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

平成２７年１２月３１日をもって任期満了となる人権擁護委員の後任として、新たに人

権擁護委員に山田
や ま だ

隆
りゅう

一
いち

氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求めるものです。 
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報 告 

第１６号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２７年４月１３日午後零時５分頃、道路課の職員が公務のため公用車で市道３

０１３７号線を走行中、草加市住吉一丁目４番２号地先の交差点を切り返して右折す

るため後退した際、後方を歩行していた者に接触し、同氏を負傷させたものです。 

２ 損害賠償の額 

  ３７５，７８０円 

３ 専決処分日 

  平成２７年６月１２日 

 

第１７号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２６年５月１９日午前１０時３０分頃、資産税課の職員が公務のため公用車で市

道１１４３１号線を走行中、草加市北谷三丁目２２番１号地先の丁字路を右折しようと

した際、右前方にバックドアを開いた状態で停車中の軽貨物自動車と接触し、車両を損

傷したものです。 

２ 損害賠償の額 

  ２５０，８９５円 

３ 専決処分日 

  平成２７年７月１日 

 

第１８号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２２年２月２８日午後３時５０分頃、長栄西公園でローラースケートの練習をし

ていた者が同公園内の車止めにもたれた際、バランスを崩して転倒したところ、車止め

の突起物に接触し、負傷したものです。 

２ 損害賠償の額 

  ３６１，４３１円 

３ 専決処分日 

  平成２７年８月４日 
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第１９号報告 平成２６年度健全化判断比率の報告について 

第２０号報告 平成２６年度草加市水道事業会計資金不足比率の報告について 

第２１号報告 平成２６年度草加市立病院事業会計資金不足比率の報告について 

第２２号報告 平成２６年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計資金不足比

率の報告について 

第２３号報告 平成２６年度草加市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

第２４号報告 アコス株式会社第２６期事業計画及び事業収支予算書の提出について 

第２５号報告 アコス株式会社第２５期事業報告書の提出について 


